
甲斐のこだわり環境農産物認証の仕組み

　
　

　
　

　
　

認証機関（農業協同組合、NPO法人等）
(認証の審査と生産管理組織は互いに独立)

生産管理組織（２名以上）

生産者の栽培状況の確認

及び調査・指導の実施

生産者・生産者団体（申請者）

審査会（２名以上）

当該団体以外の第三者を構成員に入れる

（要綱第４条第３項（５）の場合）

業務：・生産計画書の審査、承認

・生産管理記録の審査、認証

・計画等に変更があった場合は変更

申請の審査、承認

県
任務：・認証機関の登録

・認証基準の策定等

・認証機関の検査

検
査

報
告 年１回認証及び

出荷実績の報告

申
請
（
生
産
開
始
前
）
・

出
荷
報
告

報告

認証マークを貼付した環境農産物を出荷

消 費 者

・環境農産物生産者の登録（生産計画承認通知）

・環境農産物の認証（認証通知）

・認証マークの交付、使用許可

意見回答

認証委員会

認証機関登録、認証基準及び表示等に関す

る事項についての意見聴取に対する回答

年１回検査

調

査

等

意見聴取


